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(57)【要約】
【課題】
　立体画像を出力する画像表示装置において、OSD(On S
creen Display)よりも手前に、入力画像上の物体が見え
ることによる視覚疲労を軽減する。
【解決手段】
　立体画像を構成する２枚の入力画像の視差に補正を加
えて補正画像を出力する視差補正部を備え、補正画像に
ＯＳＤを重畳して出力画像として出力するＯＳＤ重畳部
を備える。ＯＳＤを表示する場合には、補正画像の飛び
出し方向の視差が小さくなるように、補正を加える。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右２枚の入力画像にＯＳＤ（On Screen Display）を重畳し、左右２枚の出力画像を
出力する立体画像表示装置であって、
　前記入力画像の視差を補正して、補正画像を出力する視差補正部と、
　前記補正画像にOSDを重畳して、出力画像を出力するOSD重畳部と、
　を備え、
　前記視差補正部は、ＯＳＤを重畳する場合としない場合で、補正画像の視差を変えるこ
と
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の立体画像表示装置であって、
　ＯＳＤを重畳する場合の前記視差補正部の補正は、入力画像を横方向に平行移動して配
置し、補正画像として出力する補正であること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の立体画像表示装置であって、
　ＯＳＤを重畳する場合の前記視差補正部の補正は、入力画像の横方向を縮小した縮小画
像を、中心線の位置を変えずに配置し、補正画像として出力する補正であること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の立体画像表示装置であって、
　前記補正画像は、入力画像を配置した以外の領域は、黒や灰色などの単一色や、特定の
パターンなどで埋めた領域とすること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の立体画像表示装置であって、
　ＯＳＤを重畳する場合の前記視差補正部の補正は、左右２枚の入力画像から１枚の平面
画像を生成し、左右２枚の補正画像として出力すること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項６】
　請求項1に記載の立体画像表示装置であって、
　ＯＳＤを表示する際に、前記視差補正部では、前記補正画像上で、ディスプレイ面より
も手前に結像する点像の最大視差が、前記ＯＳＤの視差よりも小さくなるような補正を行
なうこと
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項７】
　請求項6に記載の立体画像表示装置であって、
　前記入力画像上で、ディスプレイ面よりも手前に結像する点像の最大視差が、ＯＳＤの
視差よりも大きい場合には前記補正を行ない、そうでない場合には補正を行なわないこと
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項８】
　請求項6に記載の立体画像表示装置であって、
　前記補正画像上で、ディスプレイ面よりも手前に結像する点像の最大視差と、ＯＳＤの
視差の大きい方の値を、前記出力画像上で、ディスプレイ面よりも手前に結像する点像の
最大視差の値として、出力すること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項９】
　請求項1に記載の立体画像表示装置であって、
　前記立体画像表示装置は、前記入力画像から、ディスプレイ面よりも手前に結像する像
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の最大視差を解析して、前記補正における補正量を調整すること
　を特徴とする立体画像表示装置。
【請求項１０】
　請求項1に記載の立体画像表示装置と、放送波受信部と、トランスコーダ部と、HDDと、
光ディスク媒体と、データ読取部と、ストリームセレクタと、DEMUXと、ビデオ・デコー
ダ部と、オーディオ・デコーダ部と、レコーダ本体制御部と、マルチメディア信号統合部
とを備えることを特徴とするレコーダ装置。
【請求項１１】
　請求項1に記載の立体画像表示装置と、放送波受信部と、DEMUXと、ビデオ・デコーダ部
と、オーディオ・デコーダ部と、マルチメディア信号分離部と、セレクタと、テレビ本体
制御部と、ディスプレイと、スピーカを備えることを特徴とするテレビ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、例えば、特開平１１－１８７４２６号公報（特許文献１
）がある。該公報には、「［課題］立体画像に限らず平面画像であっても立体表示させる
ことができ、また、複数の画像それぞれで立体方向の定位位置を異ならせ合成して立体表
示することができ、特に、表示面の奥方向に広がる画像を得て観察者の疲労感を低減化さ
せる。［解決手段］入力された平面画像は右眼用と左目用に分けられ、右目用遅延手段３
ａは右目用画像を１水平走査ラインの順方向に所定量＋Δだけ遅延させて画面を右にずら
す。左目用遅延手段３ｂは左目用画像を１水平走査ラインの逆方向に所定量－Δだけ遅延
させて画面を左にずらす。遠くにある物体は両画像を重ねたとき２Δだけ離れ表示手段５
の表示面より奥に引っ込んだ立体感が得られる。映像信号が複数入力され、それぞれに異
なる遅延処理し合成処理すると、表示面の前方及び表示面上及び表示面の後方に定位する
立体画像が得られる。」と記載されている（要約）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１８７４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　液晶ディスプレイや、スクリーンやＣＲＴで立体画像を表示する装置において、観察者
に、画像内で表現される物体に奥行きがあるように知覚させるために、左右の目に映る画
像に水平方向（眼福方向）の視差をつけるという方法がある。視差のつけ方には、ディス
プレイ面よりも観察者に近い位置に物体が存在するように知覚させる“飛び出し方向の立
体視”と、ディスプレイ面よりも観察者から遠い位置に物体が存在するように知覚させる
“引っ込み方向の立体視”がある。また、視差をつけない場合には、物体がディスプレイ
面上に存在するように知覚される。飛び出し方向・引っ込み方向どちらの立体視でも、視
差の量が大きいほど、ディスプレイ面から遠くに存在するように知覚される。
【０００５】
　テレビやレコーダにおいて、メニュー画面や字幕や、グラフィックスなどをディスプレ
イ面に表示する際に、入力される画像の上に、文字や画像を重畳して表示を行なうＯＳＤ
（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）という表示方法がある。これは、入力される画
像の特定の領域の画素値を、ＯＳＤとして表示する文字や画像の画素値で置き換えて表示
することで、実現されている。
【０００６】
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　平面画像に平面のＯＳＤを重畳して表示するのと同様に、立体画像の場合にも、平面の
場合のＯＳＤに相当する表示方法が考えられる。立体画像の場合のＯＳＤでは、入力画像
に字幕や画像をＯＳＤとして重畳し、入力画像に描かれる立体像よりも手前に表示される
ようにする。例えば左右に表示する画像の同じ位置にＯＳＤを重畳して表示すると、ＯＳ
Ｄに視差がつかず、ＯＳＤがディスプレイ面上に存在するように知覚される。その場合、
もし飛び出し方向の立体が入力画像に存在して、その立体の一部に重なるようにＯＳＤを
重畳すると、本来は、ＯＳＤよりも手前に存在するはずの立体の一部が隠れて見えなくな
ってしまい、視覚的な矛盾が発生するという問題がある。その結果、観察者は視覚疲労を
生じさせてしまうことがある。
【０００７】
　特許文献１の手法では、立体画像の視差と、重畳する平面の視差の関係について記述が
なく、コンテンツによっては、ＯＳＤが飛び出す量よりも、入力される画像が飛び出す量
の方が大きくなってしまい、視覚的な矛盾が頻発することが懸念される。
【０００８】
　本特許の課題は、立体画像を出力する画像表示装置において、OSDよりも手前に入力画
像上の物体が存在するという視覚矛盾の発生頻度を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願発明は、上記課題に鑑み、例えば特許請求に記載の構成を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　OSDよりも手前に、入力画像上の物体が見えるという視覚矛盾の発生頻度を低減する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】立体画像表示装置の構成を示したブロック図である。（実施例１）
【図２】縮小による補正を示した説明図である。（実施例１）
【図３】平行移動による補正を示した説明図である。（実施例１）
【図４】平面画像の使用による補正を示した説明図である。（実施例１）
【図５】入力画像・補正画像・出力画像のイメージを示した説明図である。（実施例１）
【図６】立体画像表示装置の動作を示すフローチャートである。（実施例１）
【図７】レコーダ装置の構成を示したブロック図である。（実施例２）
【図８】テレビ装置の構成を示したブロック図である。（実施例３）
【図９】平面画像による補正を示したブロック図である。（実施例１）
【図１０】補正方法を組み合わせる場合の構成を示したブロック図である。（実施例１）
【図１１】入力画像を解析して入力最大視差信号を求める構成を示したブロック図である
。（実施例１）
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明の第１の実施形態である立体画像表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００１３】
　本実施例で扱う立体画像は、ステレオ視による立体表示のための画像であり、２枚の入
力画像から構成される。立体画像を人が見る際には、２枚の入力画像を例えばディスプレ
イやスクリーン等、立体画像を表示する装置の同一位置に交互に表示し、その装置の画像
表示タイミングに同期したシャッターメガネを通じて画像を観測するなどの方法によって
、片方の入力画像が観察者の左目で、もう片方の入力画像が観察者の右目でのみ観測でき
るようにする。図１の装置は、入力画像に対して、視差の制御及び、ＯＳＤの重畳を実施
して出力することが可能である。
【００１４】
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　立体画像表示装置の全体構成を100に示す。立体画像表示装置は、視差補正部101と、Ｏ
ＳＤ重畳部102から構成される。視差補正部は、視差制御部151、Ｌ補正部152、Ｒ補正部1
53によって構成される。
【００１５】
　立体画像表示装置の信号の流れについて説明する。立体画像を構成する入力画像Ｌ及び
入力画像Ｒは、視差補正部に入力され、後述する手法により視差が補正されて、補正画像
Ｌ及び補正画像Ｒとして出力される。視差を補正する際には、視差制御部は、ＯＳＤ表示
信号、ＯＳＤ視差信号、入力画像の最大視差信号に基づいて、入力画像を補正する際の視
差の補正方法と補正量を決定する。視差の補正方法、補正量の決定方法については後に詳
しく説明する。
【００１６】
　視差補正部について説明する。Ｌ補正部は、視差制御部で決定された補正方法と補正量
に基づいて、中間画像Ｌに画像処理を加えて、補正画像Ｌを出力する。Ｒ補正部は、視差
制御部で決定された補正方法と補正量に基づいて、中間画像Ｒに画像処理を加えて、補正
画像Ｒを出力する。Ｌ補正部とＲ補正部を用いて、左右の入力画像それぞれに画像処理を
行なうことができ、その結果、入力された画像の視差を調整して出力することができる。
【００１７】
　ＯＳＤ重畳部では、補正画像Ｌ及び補正画像Ｒそれぞれの一部に文字や画像などを重畳
し、出力画像Ｌ及び出力画像Ｒとして出力する。
【００１８】
　ＯＳＤ重畳部は、補正画像Ｌ及びＲに対して平面のＯＳＤを重畳し、出力画像Ｌ及びＲ
を出力する。ＯＳＤ重畳部によって、補正画像ＬとＲに対して、任意の視差をもったメニ
ュー画面や字幕や、コンピュータによって生成されたグラフィック（ＣＧ）などを重畳す
ることができる。ＯＳＤはＯＳＤ表示信号が‘ＯＮ’を意味する値となっているときに重
畳され、‘ＯＦＦ’を意味する値となっているときには重畳されない。例えば、ＯＳＤ表
示信号を1ビットの信号で定義し、１を‘ＯＮ’、０を‘ＯＦＦ’の意味に決めることが
できる。出力画像ＬとＲのＯＳＤに与えられる視差の量は、立体画像表示装置の外部から
与えられるＯＳＤ視差信号と、視差制御部から与えられる補正最大視差信号によって決定
される。
【００１９】
　視差補正部における、視差の具体的な補正方法と、その方法によって飛び出し方向の視
差が減少する原理について説明する。
【００２０】
　視差補正部において画像の視差を補正するための具体的な方法として、本実施例では[A
]縮小による補正方法、[B]平行移動による補正方法、[C]平面画像を使用する補正方法の
３手法について説明する。これら３つの手法は、視差の補正効果・弊害を考えて、独立し
て適用しても良いし、組み合わせて適用しても良い。例えば、入力画像の飛び出し方向の
視差を小さくするために、入力画像を縮小してから平行移動するという組み合わせ方や、
平面セレクタによって生成した平面画像に対して平行移動を加えるという組み合わせ方な
どがある。手法を組み合わせた場合には、それぞれの補正効果を合わせた効果となる。以
下に、手法[A]、[B]、[C]について説明する。
【００２１】
　図２は、手法[A]の原理を説明する図である。
  図２中の記号の意味を説明する。この図は、ステレオ視により立体画像を表示できる装
置に、左目用の入力画像Ｌと、右目用の入力画像Ｒを表示し、その装置を観察者が正面か
ら見ている様子を描いている。入力画像が表示される面を、ディスプレイ面と呼ぶ。入力
画像Ｌと入力画像Ｒはディスプレイ面上の同一位置に表示される。例えば、その装置に画
像を交互に表示して、シャッターメガネを利用するなどの方法により、入力画像Ｌが左目
だけに、入力画像Ｒが右目だけに見えるようにし、ステレオ視の原理によって、観察者に
は、入力画像が立体的に認識されるようになっているとする。
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【００２２】
　観察者の左目と右目の間の距離をe （e>0）、観察者とディスプレイ面の距離をL （L>0
）とする。また、補正前の入力画像Ｌ上のある画素をディスプレイで表示した輝点PLと、
入力画像Ｒ上のある画素をディスプレイで表示した輝点PRが、３次元空間上の同じ点（点
像）Sで結像して、立体画像の一部として観察者に認識されているとする。このとき、PR
とPLのディスプレイ面上での距離wを「視差」と呼ぶこととする。距離wは、観察者から見
てPRがPLよりも左側に存在しているときの距離を正としてとり、PRとPLの位置がディスプ
レイ上の同じ位置に存在するときにはゼロ、観察者から見てPRがPLよりも右側に存在して
いるときの距離を負として定義する。
【００２３】
　w=0のときは、点像Sがディスプレイ面上の同じ位置に結像し、観察者にはディスプレイ
上に存在する点として知覚される。w>0のときは、点像Sはディスプレイよりも手前側に結
像することで、飛び出し方向の奥行きを持った点として観察者に知覚される。w＜0のとき
は、点像Sはディスプレイよりも奥側に結像することで、引っ込み方向の奥行きを持った
点として観察者に知覚される。また、点像Sとディスプレイの距離を、飛び出し量dとして
定義する。w>0のときd>0で、w＜0のときd＜0となる。
【００２４】
　次に、視差補正部による補正を行なって補正画像Ｌ及び補正画像Ｒを得たとする。この
画像処理によって、点像Sが移動する先の位置をS’で記述する。同様に、補正後の輝点を
PL’及び輝点PR’、補正後の飛び出し量をd’、補正後の視差をw’で記述する。
なお、ここでは、ある点像Sについて説明を行なった。補正によって、入力画像上のすべ
ての輝点が同様の影響を受ける。
【００２５】
　図２を用いて [A]平行移動による補正方法について説明する。図２（a）は、手法[A]を
飛び出し方向の立体に対して適用した場合の結果、図２（b）は、引っ込み方向の立体に
対して同様に手法[A]を適用した場合の結果を示している。
【００２６】
　[A]の手法では、入力画像Ｌを、Ｌ補正部でΔL （ΔL>0）だけ左側に平行移動した画像
を補正画像Ｌとして出力し、同様に入力画像Ｒを、Ｒ補正部でΔR （ΔR>0）だけ左側に
平行移動した画像を補正画像Ｒとして出力する。
【００２７】
　図２（a）では、手法[A]の適用により、視差がw’=w - （ΔR+ΔL） に減少する。この
ときの点像S’の飛び出し量d’について、d’＜dが成り立つ。同様に図２（b）に[A]の手
法を適用した場合には、d’＜dとなる。つまり、[A]の手法によれば、飛び出し方向・引
っ込み方向のどちらの立体についても、あらゆる点像が引っ込み方向に移動したように知
覚される。このように[A]の手法を使用して、飛び出し方向の視差wを減少させる補正を行
なうことができる。
【００２８】
　ただし、手法[A]の（ΔR+ΔL）を大きくしすぎると、図２（b）の引っ込み方向の立体
視で、輝点PR’とPL’の視差の大きさ|-w’|がeに近づき、立体画像を快適に観察できる
視差の範囲を超えて視覚疲労が発生したり、観察者の目で結像できずに立体として観察で
きなくなったりといった弊害が発生してしまう。補正量を大きくするためには、この手法
に[B]などの手法を組み合わせることが望ましい。
【００２９】
　図３を用いて、[B]縮小による補正方法について説明する。記号の意味は図２の場合と
同様である。図３（a）は、手法[B]を飛び出し方向の立体に対して適用した場合の結果、
図３（b）は、引っ込み方向の立体に対して適用した場合の結果を示している。
[B]の手法では、入力画像Ｌの横方向をＬ補正部でw’/wに縮小した画像を補正画像Ｌとし
て出力し、同様に入力画像Ｒの横方向をＲ補正部でw’/wに縮小した画像を補正画像Ｒと
して出力する。
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【００３０】
　図３（a）では、点像Sの視差がw’ = w-（ΔR+ΔL）となる。同様に図３（b）では、点
像Sの視差がw’ = w+（ΔR+ΔL）となる。すなわち、[B]の手法によれば、飛び出し方向
・引っ込み方向どちらの立体についても、点像Sがディスプレイ面に近づいたように知覚
される。
【００３１】
　図３に示すように、補正画像Ｌ及びＲの横方向を縮小する際には、画像の水平方向の中
央を結ぶ線、すなわち中心線の位置が変わらないようにする。
【００３２】
　縦方向については、横方向と同じ比率で縮小する方法と、横方向よりも縮小率（w’/w
）を下げる方法、縮小しない方法がある。縦横を同じ比率で縮小した場合には、画像のア
スペクト比を保つことができる。縦の縮小率を横方向よりも縮小率を上げる方法や、縮小
しない方法では、縦横を同じ比率で縮小した場合に比べて、ディスプレイ面に画像が表示
される面積をより大きくすることができる。
【００３３】
　[B]の手法では飛び出し方向の立体視の補正量（d-d’）を大きくするためには、縮小率
（w’/w）の値を小さくすれば良いが、当然、画像が表示される面積が小さくなってしま
う。ＯＳＤ表示中でも、入力画像を大きな面積で表示する必要がある場合には、[B]の手
法によって補正した画像を、さらに[A]の手法によって補正するなど、組み合わせによっ
て総合的に補正量を上げることが望ましい。
【００３４】
　図４は、[C]平面画像を使用する補正方法について示した説明図である。記号の意味は
、図２の場合と同様である。[C]の手法では、入力画像Ｌ及びＲを使用して、１枚の平面
画像を作成し、同一の平面画像を補正画像Ｌ及びＲの両方として出力する。具体的な平面
画像の作成方法としては、例えば入力画像ＬかＲのどちらか一方を平面画像として使用す
る方法や、入力画像Ｌと入力画像Ｒを用いてモーフィング技術によって１枚の画像を作り
出す方法などがある。
【００３５】
　手法[C]による補正を行うための構成を図９に示す。平面制御セレクタ952は、手法[C]
による補正を行なうセレクタである。平面制御セレクタによって、平面画像を生成しない
場合には、平面制御セレクタを図９の（α）側に接続し、平面画像を生成する場合には、
（β）側に接続する。（β）側に接続した際には、同一の画像を中間画像Ｌ及びＲの両方
に出力することとなり、中間画像に含まれる全ての点の視差をゼロに補正できる。
【００３６】
　同一の画像を補正画像ＬとＲの両方に出力することで、入力画像上の全ての視差wは、w
=0となる。すなわち、補正画像ＬとＲによって構成される全ての点像は、ディスプレイ面
上に結像されることとなる。
【００３７】
　また、補正量がある一定値未満のときには手法[A]または[B]を適用して、補正量がその
一定値以上となる場合には、手法[C]に切り替えることで、常に快適に視聴できる視差の
範囲で、かつある程度大きな水平画像サイズとなるように表示を行う方法がある。そのよ
うな補正量に応じた適応的な視差の制御を行うためには、図１０の構成をとる。
【００３８】
　以上述べたように、視差補正部の補正によって、入力される立体画像の視差を減らすこ
とができる。つまり、入力画像上の飛び出し方向の立体を、観察者から遠い方向にシフト
することが可能となる。
【００３９】
　視差補正部および、ＯＳＤ重畳部で補正を行なった結果について説明する。図５は、入
力画像、視差を補正した結果である補正画像、補正画像にＯＳＤを重畳した結果である出
力画像のイメージを示している。図５の（a）～（c）は、それぞれ、補正方法を手法[A]
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～[C]とした際の画面イメージについて示している。
【００４０】
　図５（a）は、手法[A]による補正を行なう場合の画像のイメージを示している。補正画
像Ｌ502の左側は、入力画像Ｌ501を左に平行移動して配置した領域504である。入力画像
Ｌ上に存在して、補正画像Ｌでは平行移動によって画面外にはみ出た領域の画像データは
、使用されない。入力画像を配置した以外の領域505は、観察者にとって邪魔にならない
ように、黒や、灰色や、特定のパターンなど、視覚的に目立ちにくいパターンで埋めるよ
うにする。出力画像Ｌは、後に詳しく示す方法で補正画像ＬにＯＳＤ506を重畳した画像
である。また、入力画像Ｒ，補正画像Ｒ，出力画像Ｒについては、平行移動の方向が右側
となり、ＯＳＤを重畳する位置がＬ側と異なる以外は同様の処理により画像を出力する。
【００４１】
　図５（b）は、手法[B]による補正を行なう場合の画像イメージを示している。入力画像
を配置した以外の領域516は、手法[A]の場合と同様に、黒や、灰色や、特定のパターンな
どで埋めるようにする。図５（b）では、横方向のみを縮小する場合について図示してい
るが、実際には、縦方向も同時に縮小してよい。縦方向と横方向の縮小率を同じにした場
合には、アスペクト比を固定したままで縮小が可能となるというメリットがあり、縦方向
を縮小しない場合には、出力画像上で入力画像が占める面積が大きくなるというメリット
がある。
【００４２】
　図５（c）は、手法[C]による補正を行なう場合の画像イメージを示している。手法[C]
では、同一の画像を補正画像Ｌ、Ｒの両方に出力することで、補正画像の視差をゼロにし
ている。このとき、OSDに飛び出し方向の視差をつければ、平面画像よりも手前にOSDが表
示されるように見える。また、OSDに視差を付けなければ、ディスプレイ面上で、平面画
像とOSDの両方を結像でき、いわゆる２次元表示が可能となる。
【００４３】
　図６は、立体画像表示装置の動作フローを示したフローチャートである。補正方法、補
正量は、このフローチャートのように決定される。
【００４４】
　wINは入力最大視差信号、つまり入力画像ＬとＲの飛び出し方向の最大視差を規定する
信号である。図６のフローに関して、視差の値は、飛び出し方向を正値、引き込み方向を
負値であらわすこととする。３次元の映像を記録した光ディスク媒体や放送波などの映像
ソースでは、入力画像の視差を規定する信号が入力画像に付随して与えられる場合がある
。そのような信号が与えられる目的は、例えば観察者の視点位置、ディスプレイのインチ
サイズなどの視聴条件に応じて視差を調整するためなどである。
【００４５】
　視差信号は、例えば画面内の画素単位・領域単位・画面全体などの画面領域ごと、例え
ば１フレームごと・複数フレームごと・シーンごと・映像全体などの時間単位ごと、飛び
出し方向（最大視差信号）・引っ込み方向（最小視差信号）それぞれについて規定される
。本実施例では、与えられた視差から、ＯＳＤを表示する領域よりも大きく、少なくとも
１フレーム以上の期間、飛び出し方向の視差に関して最大値を求め、最大視差信号wINと
して定義する。
【００４６】
　もし、視差が入力画像に付随した情報として与えられない場合には、入力画像を解析す
るなどしてwINを求めるか、wINとして予め定めた固定値を使用する。図１１は、wINを入
力画像を解析して求める場合の構成を示す。図１１の視差解析部1100は、入力画像Ｌ及び
入力画像Ｒから最大視差を推定して、入力最大視差信号として出力する。図１１の構成を
とることで、入力画像に付随した情報として最大視差の値が与えられない場合であっても
、OSDよりも手前に、入力画像上の物体が存在することによる視覚矛盾の発生頻度を低く
することができる。
【００４７】
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　OSDの表示期間と、ディスプレイ面から飛び出す量の設定について説明する。OSDは、OS
D表示信号が’1’となる期間だけ表示される。OSDにつける視差を示す信号、すなわちOSD
視差信号をwOSD で示す。wOSDの値は、メニュー画面などからユーザが大、中、小などの
選択肢から選択したり、予め決めておいた固定値を使うなどの方法によって決定したりす
る。wOSD の値は、正でもゼロでも負でも良い。負の場合は、ディスプレイよりも引っ込
み方向にOSDが存在していることを表す。視差が大きすぎると、立体画像を観察するとき
に視覚疲労が発生しやすくなったり、像を結ぶことができなくなったりする場合がある。
そこで限界視差fを決めて、視差の値がそれ以上大きくならないように注意する。つまりw

OSDを決定する際には、wOSD＜fとなるようにする。
【００４８】
　OSDを表示する際に、wIN  ＞ wOSDとなっている場合には、OSDよりも手前に立体画像の
一部が存在するように知覚してしまい視覚矛盾が生じる。そこで、視覚矛盾を防ぐために
、最大視差がwADJ  （wADJ ＜wIN 、wADJ＜ wOSD）となるように補正を実施することで、
立体画像が、OSDより飛び出さないようにすることができる。逆にwIN ≦ wOSDとなる場合
には、補正を実施しない。
【００４９】
　入力画像の視差を減少させるための補正の手法は、上記述べたように手法[A]～[C]など
様々あり、どのような手法を用いても良い。
【００５０】
　ＯＳＤ重畳部では、平面の文字や画像などのOSD画像に視差wOSDをつけ、OSDの奥行き感
を調整する。
【００５１】
　出力最大視差信号の値wOUTは、出力画像ＬとＲの飛び出し方向の視差の最大値を示す信
号で、OSDを表示する場合には、OSDの視差であるwOSDとなり、OSDを表示しない場合には
、入力画像の最大視差信号の値wINとなる。
【００５２】
　また、引っ込み方向の視差に関しても融合限界は存在し、それ以下の視差をつけてしま
うと視覚疲労が発生しやすくなったり、像を結べなくなってしまったりする。引っ込み方
向の限界視差をf2として、出力画像の最小視差をwADJ2とすると、補正によってwADJ2＜f2
とならないように注意する必要がある。例えば、手法[A]を適用して補正した結果、WADJ2
＜f2となってしまう場合には、手法[A]によって画像を縮小してから、手法[B]によって画
像を平行移動するなど、補正方法を組み合わせて、総合的に視差の値を調整する。
【００５３】
　本発明は、上記の実施例のような構造にすることにより、以下のような効果を奏するこ
とができる。
【００５４】
　ＯＳＤよりも手前に入力画像上の物体が見えてしまうことを減らし、その結果、視覚疲
労を軽減できる。
【００５５】
　また、ＯＳＤを表示する際に、入力画像の飛び出し方向の視差を減少させることができ
、入力される立体よりもＯＳＤを手前に見えるように表示することができる。
【００５６】
　また、入力画像の飛び出し方向の最大視差が大きく設定されている場合でも、ＯＳＤの
表示位置をそれほど手前に設定する必要がなく、観察者の目にかける負担が少なくて済む
。
【００５７】
　また、手法[A]の補正を行なうことによって、画像の大きさを変えずに、飛び出し方向
の視差を小さくすることができる。
【００５８】
　また、手法[B]の補正を行なうことによって、自由な補正量だけ、飛び出し方向の視差
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を小さくすることができる。
【００５９】
　また、手法[C]の補正を行なうことによって、入力画像の視差にかかわらず、視差をゼ
ロにすることができる。
【００６０】
　また、立体画像がすべてディスプレイ面か、ディスプレイ面よりも奥側にシフトするよ
うに補正を施して、ＯＳＤをディスプレイ面に表示する場合には、ＯＳＤの視差がゼロと
なり、観察者がＯＳＤに注視する際の視覚的疲労を最小限に抑えることができる。
【００６１】
　また、手法[A]～[C]のような補正処理や、ＯＳＤの重畳処理は、画像の平行移動や、縮
小や、データパスの切り替えという簡単な処理だけで実施されているので、比較的簡素な
ハードウェア構成で実現できる。
【００６２】
　また、入力画像の飛び出し方向の視差の最大値に応じて補正量を調整することで、OSD
よりも手前に、入力画像上の物体が見えることがなくなり、視覚疲労を生じさせないよう
にできる。
【実施例２】
【００６３】
　図７は、本発明による立体画像表示装置を含むレコーダ装置の第２の実施形態の構成を
示すブロック図である。この装置は、受信した放送波やＨＤＤ（Hard Disk Drive）や光
ディスク媒体から３次元の立体画像を構成する入力画像データを取り出し、立体画像表示
装置において視差の補正とＯＳＤの重畳を実施した後、出力画像を、レコーダ装置の外部
に出力する。また、出力画像に付随した情報として、出力最大視差信号をレコーダ装置の
外部に出力する。
【００６４】
　レコーダ装置は、立体画像表示装置100と、放送波受信部701と、トランスコーダ部702
と、HDD 703と、光ディスク媒体704と、データ読取部705と、ストリーム・セレクタ706と
、DEMUX 707と、ビデオ・デコーダ部708と、オーディオ・デコーダ部709と、リモコン710
と、レコーダ本体制御部711と、マルチメディア信号統合部712によって構成される。
【００６５】
　ＯＳＤの表示状態の切り替え方法について説明する。
  ここでは、レコーダのメニュー画面をOSDとして重畳して表示する場合について説明す
る。メニュー画面として表示する文字や画像データは、ＯＳＤ重畳部に記録されていると
する。また、表示するＯＳＤは、メニュー画面以外にも、字幕などの文字列や、番組情報
やアイコンなどの画像情報などでも良い。
【００６６】
　OSD表示信号は、レコーダ本体制御部に記録されており、レコーダ本体の電源を入れた
直後の状態では、OSD表示状態=0、つまりOSD非表示状態となっている。ユーザがリモコン
の‘メニュー’ボタンを押すと、OSD表示信号=1、つまりOSD表示状態に変化する。OSD表
示信号=1のときに再度メニューボタンを押すと、OSD表示信号=0に戻る。OSDにつける飛び
出し方向の視差、すなわちOSD視差信号は、レコーダ本体制御部から出力される。OSD視差
信号は、ユーザがリモコンを使用して、メニュー画面から選択できるようになっている。
【００６７】
　ＯＳＤを表示する際には、画像に補正がかかるため、入力最大視差をそのまま後段の機
器に伝達してしまうと、後段の機器で表示に乱れが生じてしまう場合があり、問題となる
。そこで、出力最大視差信号を、出力マルチメディア信号に含めて、後段の機器に伝達す
る。
【００６８】
　図７では、出力画像Ｌ、Ｒ、出力最大視差、音声信号をまとめて出力マルチメディア信
号として外部出力する構成をとっているが、実際には個別の信号として、外部出力するな
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ど、他の構成でも良い。
【００６９】
　本発明は、上記のような実施例の構造にすることにより、以下のような効果を奏するこ
とができる。
【００７０】
　ユーザ入力によって、入力ソースとなるマルチメディア・ストリームを切り替えること
ができる。
【００７１】
　また、OSD表示中においても、正しい最大視差の値を後段の機器に伝達することができ
、後段の機器で表示が乱れることを防ぐことができる。
【実施例３】
【００７２】
　図８は、本発明による立体画像表示装置を含むテレビ装置の第３の実施形態の構成を示
すブロック図である。この装置は、受信した放送波や、装置外部からの入力信号から３次
元の立体画像を構成する入力画像データを取り出し、立体画像表示装置において視差の補
正とＯＳＤの重畳を実施した後、映像をディスプレイにて表示する。入力信号は、例えば
実施例２のレコーダ装置から出力された出力マルチメディア信号などである。
【００７３】
　テレビ装置は、立体画像表示装置100と、放送波受信部701と、DEMUX 707と、ビデオ・
デコーダ部708と、オーディオ・デコーダ部709と、リモコン710と、本体制御部711と、マ
ルチメディア信号分離部801と、セレクタ802と、テレビ本体制御部803と、ディスプレイ8
04と、スピーカ805によって構成される。
【００７４】
　OSDの表示状態の切り替え方法について説明する。ここでは、テレビのメニュー画面をO
SDとして表示する方法について説明する。本実施例で表示するテレビのメニュー画面は、
実施例２で説明したレコーダのメニュー画面とは独立に重畳される。ＯＳＤの表示状態の
切り替え方法は、実施例２のレコーダ装置と同様である。
【００７５】
　視差の絶対値を大きくすると、飛び出し量や引っ込み量が大きくなり、観察者に立体感
を強く感じさせることができるが、実際には、融合限界というものがあり、視差をある程
度以上に大きくすると、逆に立体視ができなくなってしまったり、視覚疲労を起こさせた
りしてしまう。そのため、表示するディスプレイのサイズに合わせて、視差を調節する必
要がある。そこで、本実施例に示すディスプレイでは、出力画像Ｌ及びＲを表示する際に
、出力最大視差信号と融合限界を比較し、融合限界以上の視差をつけないように視差を調
節する。
【００７６】
　本発明は、上記のような実施例の構造にすることにより、以下のような効果を奏するこ
とができる。
【００７７】
　リモコンからの制御によって、入力ソースとなる画像、音声、最大視差信号を同時に切
り替えることができる。
【００７８】
　また、ＯＳＤ表示中においても、ディスプレイに合わせて最適な視差に調節することが
できる。
【符号の説明】
【００７９】
１００　　立体画像表示装置
１０１　　視差補正部
１０２　　ＯＳＤ重畳部
１５１　　視差制御部



(12) JP 2011-216937 A 2011.10.27

10

20

30

40

１５２　　平面制御セレクタ
１５３　　Ｌ補正部
１５４　　Ｒ補正部
５０１　　入力画像Ｌ
５０２　　補正画像Ｌ
５０３　　出力画像Ｌ
５０４　　左に平行移動した入力画像Ｌ
５０５　　固定パターン
５０６　　補正画像Ｌに重畳するＯＳＤ
５１１　　入力画像Ｌ
５１２　　補正画像Ｌ
５１３　　出力画像Ｌ
５１４　　中心線
５１５　　横方向を縮小した入力画像Ｌ
５１６　　固定パターン
５１７　　補正画像Ｌに重畳するＯＳＤ
５２１　　入力画像Ｌ
５２２　　補正画像Ｌ
５２３　　出力画像Ｌ
５２４　　補正画像Ｌに重畳するＯＳＤ
７０１　　放送波受信部
７０２　　トランスコーダ部
７０３　　HDD（Hard Disk Drive） 
７０４　　光ディスク媒体
７０５　　データ読取部
７０６　　ストリーム・セレクタ
７０７　　DEMUX
７０８　　ビデオ・デコーダ部
７０９　　オーディオ・デコーダ部
７１０　　リモコン
７１１　　赤外線受信部
７１２　　レコーダ本体制御部
７１３　　マルチメディア信号統合部
８０１　　マルチメディア信号分離部
８０２　　セレクタ
８０３　　テレビ本体制御部
８０４　　ディスプレイ
８０５　　スピーカ
９００　　立体画像表示装置
９０１　　視差補正部
９５１　　視差制御部
９５２　　平面制御セレクタ
１０００　立体画像表示装置
１００１　視差補正部
１１００　視差解析部
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